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【公開番号】特開2018-32390(P2018-32390A)
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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】令和2年7月27日(2020.7.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
（Ａ）筐体と、
（Ｂ）前記筐体を貫通して配置される通信インタフェースであって、前記通信インタフェ
ースが、前記筐体内にアクセス可能な内部部分および前記筐体の外部にアクセス可能な端
子のセットを含み、合成信号を搬送するよう構成された有線リンクによりフィールドデバ
イスに電気的に接続可能な前記端子のセットが、（ｉ）前記フィールドデバイスとの間で
送信または受信される通信信号および（ｉｉ）前記フィールドデバイスへ送信される電力
信号を含む、通信インタフェースを含む通信インタフェースと、
（Ｃ）前記筐体内に配置され、前記通信インタフェースの前記内部部分に電気的に接続さ
れる通信回路であって、前記通信回路が、前記通信信号をエンコードまたはデコードする
よう構成される通信回路と、
（Ｄ）前記筐体内に配置され、前記通信インタフェースの内部部分および通信回路に電気
的に接続される電源であって、前記電源が、電力信号を送信するよう構成される電源とを
備える、携帯型フィールド保守ツールであって、
　前記通信回路が、前記合成信号と関連する、前記端子のセットにおいて、電圧降下を引
き起こす範囲内の抵抗を有する抵抗ネットワークを含み、前記電圧降下が、（ｉ）前記合
成信号を読み取ることと関連する最小電圧閾値より高く、かつ（ｉｉ）最大電圧閾値より
低い、ツール。
【請求項２】
　前記通信回路および前記電源が、それぞれ本質的に安全な動作に構成されている、請求
項１に記載の携帯型フィールド保守ツール。
【請求項３】
　前記通信回路が、ＤＣ電流コントローラおよびデジタル周波数変調（ＦＭ）モデムを含
み、前記合成信号が、
（ｉ）前記電力信号を含み、情報を搬送するために振幅が変化するアナログＤＣ信号およ
び
（ｉｉ）前記アナログＤＣ信号上に重畳されるデジタルＦＭ通信信号を含む、請求項１又
は２に記載の携帯型フィールド保守ツール。
【請求項４】
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　前記最小電圧閾値が、前記通信信号を読み取ることと関連する最小ピークツーピーク電
圧である、請求項１から３のいずれか一項に記載の携帯型フィールド保守ツール。
【請求項５】
　前記電源が、最大電圧閾値以下の電圧で電力信号を送信するよう構成される、請求項１
から４のいずれか一項に記載の携帯型フィールド保守ツール。
【請求項６】
　前記最大電圧閾値が、２１Ｖ～２４Ｖの間の値である、請求項１に記載の携帯型フィー
ルド保守ツール。
【請求項７】
　前記最小電圧閾値が、５０ｍＶピークツーピーク～５００ｍＶピークツーピークの間の
値である、請求項１から６のいずれか一項に記載の携帯型フィールド保守ツール。
【請求項８】
　前記最小電圧閾値が、１２０ｍＶピークツーピークの値である、請求項１から７のいず
れか一項に記載の携帯型フィールド保守ツール。
【請求項９】
　前記範囲が７５オームから７５０オームである、請求項１から８のいずれか一項に記載
の携帯型フィールド保守ツール。
【請求項１０】
　前記抵抗ネットワークが、複数の抵抗器を含む、請求項１から９のいずれか一項に記載
の携帯型フィールド保守ツール。
【請求項１１】
　前記複数の抵抗器が、前記複数の抵抗器のいずれか１つが故障したとき、前記抵抗ネッ
トワークが、前記範囲内に前記抵抗を維持するよう配置される、請求項１０に記載の携帯
型フィールド保守ツール。
【請求項１２】
　前記抵抗ネットワークが、それぞれが前記複数の抵抗器のうちの１つと直列の複数のス
イッチを含み、（ｉ）前記抵抗ネットワークから前記複数の抵抗器のうちの１つを除去す
る、または（ｉｉ）前記抵抗ネットワークに前記複数の抵抗器のうちの１つを追加するよ
う作動可能な、請求項１０又は１１に記載の携帯型フィールド保守ツール。
【請求項１３】
　前記複数の抵抗器のそれぞれの抵抗が、前記複数のスイッチのそれぞれが、７５オーム
～７５０オームの範囲内の値に前記抵抗ネットワークの前記抵抗を調整するよう作動可能
である、請求項１０から１２のいずれか一項に記載の携帯型フィールド保守ツール。
【請求項１４】
　前記抵抗ネットワークが、第２の抵抗サブネットワークと並列に配置される第１の抵抗
サブネットワークを含む、請求項１から１３のいずれか一項に記載の携帯型フィールド保
守ツール。
【請求項１５】
　前記端子のセットが、
（ｉ）前記有線リンクの第１の配線に接続可能な正端子および（ｉｉ）前記有線リンクの
第２の配線に接続可能な負端子を含む、請求項１から１４のいずれか一項に記載の携帯型
フィールド保守ツール。
【請求項１６】
　前記有線リンクが、前記フィールドデバイスに接続された第２の有線リンクを介して前
記フィールドデバイスに接続される、請求項１から１５のいずれか一項に記載の携帯型フ
ィールド保守ツール。
【請求項１７】
　トランスミッタフィールドデバイスと通信する方法であって、
　携帯型フィールド保守ツールの端子のセットをトランスミッタフィールドデバイスに、
有線リンクを介して通信可能に接続するステップと、
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　前記携帯型フィールド保守ツールから前記有線リンクを介して前記トランスミッタフィ
ールドデバイスへ電力を供給するステップと、
　前記供給電力上に重畳された通信信号を、前記有線リンクを介して前記携帯型フィール
ド保守ツールによって受信するステップと、
　前記通信信号および前記供給電力と関連する、前記端子のセットでの電圧降下を最小電
圧閾値と最大電圧閾値との間に、
（ｉ）前記電圧降下が、最大電圧閾値を超えないように前記供給電力を制限すること、お
よび
（ｉｉ）前記携帯型フィールド保守ツール内に配置され、前記電圧降下が、前記最小電圧
閾値より高く維持されるよう前記端子のセットに電気的に接続される、抵抗ネットワーク
の１つまたは複数の抵抗器を活動化または非活動化することによって、制限するステップ
とを含む方法。
【請求項１８】
　前記通信信号が、情報を搬送するため振幅が変化し、前記供給された電力上で重畳され
るアナログＤＣ信号である、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記電圧降下が、前記最小電圧閾値より高く維持されるように前記携帯型フィールド保
守ツール内に配置される前記抵抗ネットワークの１つまたは複数の抵抗器を活動化または
非活動化するステップが、前記電圧降下が、前記通信信号を読み取ることと関連する最小
ピークツーピーク電圧を超えるよう前記抵抗ネットワークの１つまたは複数の抵抗器を活
動化または非活動化するステップを含む、請求項１７又は１８に記載の方法。
【請求項２０】
　アクチュエータフィールドデバイスと通信する方法であって、
　有線リンクを介して、携帯型フィールド保守ツールの端子のセットをアクチュエータフ
ィールドデバイスに通信可能に接続するステップと、
　前記携帯型フィールド保守ツールから前記有線リンクを介して前記トランスミッタフィ
ールドデバイスへ電力を供給するステップと、
　前記端子のセットが、最大電気閾値を超えないように前記供給電力を制限するステップ
と、
　前記供給電力上に重畳された通信信号を前記アクチュエータフィールドデバイスへ、前
記有線リンクを介して、前記携帯型フィールド保守ツールによって送信するステップとを
含む、方法。
【請求項２１】
　前記端子のセットが、最大電気閾値を超えないように前記供給電力を制限するステップ
が、前記端子のセットでの電圧降下が、最大電圧閾値を超えないように前記供給電力を制
限するステップを含み、前記最大電圧閾値が２１Ｖ～２４Ｖの間の任意の値である、請求
項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記端子のセットが、最大電気閾値を超えないように前記供給電力を制限するステップ
が、前記端子のセットで入手可能な電力が、最大電力閾値を超えないように前記供給電力
を制限するステップを含み、前記最大電力閾値が、０．２５Ｗ～１．５Ｗの間の任意の値
である、請求項２０又は２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記端子のセットが、最大電気閾値を超えないように前記供給電力を制限するステップ
が、内部抵抗器の両端間の第１の電圧降下を誘導して、前記端子のセットでの第２の電圧
降下を最大電圧閾値未満に維持するステップを含む、請求項２０から２２のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項２４】
　前記端子のセットが最大電気閾値を超えないように前記供給電力を制限するステップが
、前記端子のセットでの電圧が、最大電力閾値を超えると、前記携帯型フィールド保守ツ
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ールを無効にするステップ、または前記端子のセットでの電流が、最大電流閾値を超える
と、前記携帯型フィールド保守ツールを無効にするステップを含む、請求項２０から２３
のいずれか一項に記載の方法。
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